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 国 内 に お い て は 、 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス の 感 染 が 拡 大 を 続 け る 中 、 国

に お い て 緊 急 事 態 宣 言 が 発 令 さ れ 、 山 口 県 内 で も 感 染 者 が 拡 大 し 、 さ

ら に は 市 内 で も 感 染 者 が 発 生 す る と い っ た 、 予 断 を 許 さ な い 状 況 が 継

続 し て い る 。  

こ う し た 状 況 の 中 、本 局 に お け る 入 札 執 行 に あ た り 、密 閉・密 集・密

接（ い わ ゆ る「 ３ 密 」）を 避 け 、新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス の 集 団 感 染 を 引 き

起 こ さ な い よ う 、 最 大 限 配 慮 す る 必 要 が あ る 。  

つ い て は 、宇 部 市 水 道 局 契 約 規 程（ 令 和 ４ 年 水 道 事 業 管 理 規 程 第 ３ 号 ）

第 ３ １ 条 第 ２ 項 に 基 づ き 、 入 札 を 郵 送 の 方 法 に よ っ て 遺 漏 な く 執 行 で

き る よ う 、「 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 対 応 に 係 る 入 札 事 務 取 扱 要 領 」（ 以 下

「 要 領 」 と す る 。） を 定 め る 。  

な お 、本 要 領 は 、入 札 手 続 上 に お け る 、入 札 参 加 者 等 の 来 局 全 般 を 妨

げ る も の で は な い 。  

 

１  対 象 と な る 入 札  

  入 札 参 加 者 が 市 内 ・ 市 外 に 関 わ ら ず 、 本 要 領 施 行 日 以 降 に 公 告 及

び 通 知 さ れ る 物 品 購 入 、 業 務 委 託 、 建 設 工 事 等 に 係 る 全 て の 入 札 を

対 象 と す る 。  

  た だ し 、既 に 協 議・決 裁 済 で あ る 等 、案 件 ご と に 適 切 な 対 応 が 可 能

で あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

  

２  入 札 書 の 取 り 扱 い に つ い て  

（ １ ） 入 札 書 が 封 入 さ れ た 内 封 筒 は 、 入 札 ご と に 定 め ら れ た 開 札 日

時 ま で は 開 封 せ ず 、案 件 ご と に 整 理 し 、鍵 付 き の 書 庫 に て 保 管 す

る 。  

（ ２ ） 市 内 事 業 者 か ら の 提 出 に つ い て は 、 宇 部 市 水 道 局 へ の 持 参 も

可 能 と す る 。  

（ ３ ）持 参 さ れ た 入 札 書 に つ い て は 、受 領 書 の 半 券 を 交 付 す る 等 、提

出 を 受 け た こ と が 把 握 で き る よ う 適 切 に 管 理 す る 。  

 

３  開 札 立 会 に つ い て  



（ １ ）工 事（ 宇 部 市 水 道 局 建 設 工 事 等 請 負 業 者 選 定 要 綱 第 ２ 条（ １ ）

に 基 づ く 建 設 工 事 。以 下 同 様 と す る 。）以 外 の 開 札 立 会 に お い て

は 、局 内 の 入 札 担 当 者 以 外 の 職 員 に よ り 行 い 、入 札 参 加 者 の 開 札

立 会 は 求 め な い 。  

（ ２ ）工 事 の 開 札 立 会 に お い て は 、入 札 書 提 出 締 切 後 速 や か に 、（ 別

紙 様 式 1）開 札 立 会 申 請 書 が 提 出 さ れ た 希 望 者 の 中 か ら ２ 名 を 上

限 と し て 無 作 為 に 選 定 し 、同 日 、該 当 者 に 電 話 に よ る 連 絡 を 行 う 。 

な お 、工 事 の 開 札 に お い て 、立 会 希 望 者 が い な い 場 合 は 、局 内

の 入 札 担 当 者 以 外 の 職 員 に よ り 行 う 。  

（ ３ ）入 札 参 加 者 に よ る 開 札 立 会 が あ る 場 合 、開 札 会 場 は 、新 型 コ ロ

ナ ウ ィ ル ス 拡 散 防 止 に 配 慮 し 設 置 す る 。  

（ ４ ）一 定 期 間 内 に 工 事 の 入 札 が 続 け て 行 わ れ る 場 合 、原 則 と し て 、

1 つ の 事 業 所 が 連 続 し て 立 ち 会 う こ と は で き な い 。  

（ ５ ）開 札 が 適 正 に 行 わ れ た こ と を 記 録 す る た め 、（ 別 紙 様 式 ２ ）立

会 確 認 書 を 作 成 し 、 立 会 者 本 人 の 押 印 を 求 め る 。  

 

４  事 前 質 問 に 対 す る 回 答 に つ い て  

事 前 質 問 に 対 す る 回 答 は 、 そ の 内 容 に つ い て 掲 示 板 で の 掲 示 は 行

わ ず 、 宇 部 市 水 道 局 ウ ェ ブ サ イ ト 上 で 公 開 し 、 入 札 参 加 者 は 参 考 図

書 閲 覧 用 と し て 事 前 に 付 与 さ れ た パ ス ワ ー ド に よ っ て 閲 覧 す る も の

と す る 。  

  た だ し 、 質 問 及 び 回 答 を 入 札 参 加 者 全 員 に 通 知 す る こ と が 適 当 又

は 通 知 し て も 差 し 支 え な い と 判 断 さ れ る 場 合 は 、 Ｆ Ａ Ｘ 等 に よ り 一

律 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

５  取 扱 期 間  

  本 要 領 に つ い て は 、 当 面 、 令 和 ２ 年 ５ 月 ６ 日 ま で に 公 告 及 び 通 知

さ れ る 入 札 を 対 象 と す る が 、新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 拡 散 の 状 況 に よ り 、

適 宜 、 期 間 を 延 長 す る 。  

 

６  開 札 に つ い て  

  新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 対 応 に 係 る 人 員 体 制 の 調 整 を 想 定 し 、 事 務 の

輻 輳 を 避 け る た め 、可 能 な 限 り １ 日 １ 件 の 執 行 と な る よ う 調 整 す る 。 

 

７  そ の 他  

本 要 領 に 定 め が な い 事 務 取 扱 に つ い て は 、原 則 と し て 、宇 部 市 水 道

局 事 務 決 裁 規 程 （ 令 和 ４ 年 水 道 事 業 管 理 規 程 第 ７ 号 ） 別 表 Ⅰ ４ ア に

基 づ き 、 副 局 長 を 専 決 者 と し て 協 議 決 定 す る も の と す る 。  



   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 対 応 に 係 る 入 札 事 務 取 扱 要 領 の 廃 止 ）  

２  新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 対 応 に 係 る 入 札 事 務 取 扱 要 領 (令 和 ２ 年 上 下

水 道 局 要 綱 )は 、 廃 止 す る 。  

 


